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号
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５
節
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５
節
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種
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（87－2－43）

　
　
　
　

第
３
章　

�

重
罪
、
軽
罪
ま
た
は
違
警
罪
に
つ
き
宣
告
さ
れ
う
る
そ
の
他

の
有
罪
判
決

　
　
　
　

第
４
章　

重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
未
遂

　
　
　
　

第
５
章　
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犯

　
　
　
　

第
６
章　

複
数
の
犯
罪
の
競
合

　
　
　
　

第
７
章　
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一
犯
罪
へ
の
複
数
人
の
関
与

　
　
　
　

第
８
章　

正
当
化
及
び
宥
恕
事
由

　
　
　
　

第
９
章　

刑
罰
軽
減
事
情

　
　
　
　

第
10
章　

刑
の
消
滅

　
　
　
　

第
11
章　

他
国
の
刑
事
裁
判
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
有
罪
判
決
の
考
慮

は
し
が
き

　

現
行
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典（

１
）は

一
八
六
七
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、

一
八
一
〇
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
正
当
化
事
由
が
総
則
で
は
な
く
、

殺
傷
罪
を
規
定
す
る
各
則
規
定
の
中
に
存
在（

２
）す

る
点
は
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
刑
法
典（

３
）と

酷
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
問
題
状
況
と
比
較
し
て
も
興
味
深
い
。
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他
方
で
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
先
駆
け
て
、
独

立
し
た
刑
罰
と
し
て
、
保
護
観
察
刑
や
電
子
監
視
刑
を
導
入（

４
）す

る

等
、
前
衛
的
な
面
も
有
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
一
連
の

刑
罰
改
革
の
中
で
、
保
護
観
察
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
重

ね
ら
れ
、
刑
事
強
制
の
発
展
的
解
消
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
状
況（

５
）

と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
ベ
ル
ギ
ー
の
現
状
を
考
察
す
る
の
も
示
唆
的
で

あ
る
。

　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
現
さ
れ
た
の
と
同
様
、
ベ
ル
ギ
ー
で
も
刑

法
典
の
全
面
改
正（

６
）が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
刑
法
典
か
ら
現
行
刑
法
典
に
移
行
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
、
学

説
及
び
判
例
の
問
題
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い

て
も
、
刑
法
典
の
改
正
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
様
の
展

開
が
予
想
さ
れ
る
。

　

以
上
の
諸
点
を
比
較
法
的
に
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー

現
行
刑
法
典
を
示
す
こ
と
に
は
、
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
以
下
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
の

総
則
部
分
（
第
１
編
―
犯
罪
及
び
処
罰
一
般
）
を
訳
出
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典

第
１
編　

犯
罪
及
び
処
罰
一
般

第
１
章　

犯
罪

第
一
条
―
①
法
律
が
重
罪
刑
で
処
罰
す
る
犯
罪
は
、
重
罪
で
あ
る
。

②
法
律
が
軽
罪
刑
で
処
罰
す
る
犯
罪
は
、
軽
罪
で
あ
る
。

③
法
律
が
違
警
罪
刑
で
処
罰
す
る
犯
罪
は
、
違
警
罪
で
あ
る
。

第
二
条
―
①
い
か
な
る
犯
罪
も
、
当
該
犯
罪
が
実
行
さ
れ
る
以
前
に

法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
刑
罰
で
処
罰
さ
れ
え
な
い
。

②
裁
判
時
に
施
行
さ
れ
て
い
る
刑
罰
が
犯
罪
行
為
時
に
定
め
ら
れ
て

い
た
刑
罰
と
異
な
る
場
合
、
そ
の
最
も
軽
い
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
。

第
三
条
―
王
国
の
領
土
で
、
ベ
ル
ギ
ー
人
ま
た
は
外
国
人
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
犯
罪
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
の
規
定
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
。

第
四
条
―
王
国
の
領
土
外
で
、
ベ
ル
ギ
ー
人
ま
た
は
外
国
人
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
犯
罪
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
の
み
、

ベ
ル
ギ
ー
で
処
罰
さ
れ
る
。

第
五
条
―
①
全
て
の
法
人
は
、
犯
罪
が
法
人
の
目
的
実
現
も
し
く
は
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利
益
確
保
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
当
該
犯

罪
が
法
人
の
計
算
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
具
体
的
事
実
が
証
明
し
て
い

る
場
合
、
刑
法
上
責
任
を
負
う
。

②
法
人
の
責
任
が
専
ら
特
定
の
自
然
人
の
介
在
の
故
に
生
じ
る
場

合
、
最
も
重
大
な
罪
過
を
犯
し
た
者
の
み
が
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
。

特
定
の
自
然
人
が
意
識
的
か
つ
自
発
的
に
罪
過
を
犯
し
た
場
合
、
そ

の
者
は
、
有
責
な
法
人
と
と
も
に
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
。

③
以
下
の
も
の
は
、
法
人
と
同
視
さ
れ
る
。

一　

当
座
組
合
（associations�m

om
entanées

）
及
び
匿
名
組
合

（associations�en�participation
）、

二　

会
社
法
（lois�coordonnées�sur�les�sociétés�com

m
erciales

）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ
る
会
社
、
及
び
、
設
立
中
の
商
事
会
社

（sociétés�com
m
erciales�en�form

ation

）、

三　

商
事
会
社
の
形
態
を
取
ら
な
か
っ
た
民
事
会
社
（sociétés�

civiles

）。

④
以
下
の
も
の
は
、
本
項
の
適
用
に
お
い
て
、
刑
法
上
有
責
な

法
人
と
見
な
さ
れ
え
な
い
。
連
邦
国
家
（Etat�fédéral

）、
地
域

（régions

）、
共
同
体
（com

m
unautés

）、
州
（provinces

）、

救
急
管
区
（zones�de�secours

）、
前
置
区
域
（prézones

）、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
首
都
圏
地
域
（agglom

ération�bruxelloise

）、
基

礎
自
治
体
（com

m
unes

）、
複
数
基
礎
自
治
体
区
域
（zones�

（87－2－45）

pluricom
m
unales

）、
基
礎
自
治
体
内
地
域
機
構
（organes�

territoriaux�intra-com
m
unaux

）、
フ
ラ
ン
ス
語
共
同
体
委
員
会

（Com
m
ission�com

m
unautaire�française

）、
フ
ラ
マ
ン
語
共
同

体
委
員
会
（Com

m
ission�com

m
unautaire�flam

ande

）、
合
同

共
同
体
委
員
会
（Com

m
ission�com

m
unautaire�com

m
une

）、

及
び
、
公
的
社
会
扶
助
セ
ン
タ
ー
（centres�publics�d'aide�

sociale

）。

第
六
条
―
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
本
法
典
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

な
い
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
特
別
法
及
び
規
則
を
引
き
続
き
適
用

す
る
。

第
２
章　

刑
罰

第
１
節　

刑
罰
の
種
類

第
七
条
―
（
自
然
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
）
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
刑

罰
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

重
罪
に
つ
い
て
、

一　

懲
役
刑
（réclusion

）、

二　

禁
錮
刑
（détention

）。

軽
罪
及
び
違
警
罪
に
つ
い
て
、

一　

拘
禁
刑
（em

prisonnem
ent

）、
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二　

電
子
監
視
刑
（peine�de�surveillance�électronique

）、

三　

労
働
刑
（peine�de�travail

）、

四　

独
立
の
保
護
観
察
刑
（peine�de�probation�autonom

e

）。

一
号
な
い
し
四
号
で
定
め
ら
れ
る
刑
罰
は
、
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
え

な
い
。

重
罪
及
び
軽
罪
に
つ
い
て
、

一　

特
定
の
政
治
的
権
利
及
び
市
民
権
の
停
止
、

二　

刑
罰
適
用
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
。

重
罪
、
軽
罪
及
び
違
警
罪
に
つ
い
て
、

一　

罰
金
（am

ende

）、

二　

特
別
没
収
（confiscation�spéciale
）。

第
七
条
の
二
―
法
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
に
適
用
さ
れ
る
刑
罰

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

重
罪
、
軽
罪
及
び
違
警
罪
に
つ
い
て
、

一　

罰
金
、

二　

特
別
没
収
、
公
法
上
の
法
人
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
、
第
四
二

条
第
一
号
に
定
め
ら
れ
る
特
別
没
収
は
、
民
事
上
、
差
押
可
能
な
財

産
の
み
を
対
象
と
し
う
る
。

重
罪
及
び
軽
罪
に
つ
い
て
、

一　

解
散
（dissolution

）、
解
散
は
、
公
法
上
の
法
人
に
対
し
て

は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。

二　

会
社
の
目
的
に
属
す
る
活
動
の
禁
止
、
但
し
、
公
役
務
に
属
す

る
活
動
は
除
く
。

三　

一
つ
ま
た
は
複
数
の
施
設
の
閉
鎖
、
但
し
、
公
役
務
に
属
す
る

活
動
を
行
う
施
設
は
除
く
。

四　

判
決
の
公
表
ま
た
は
配
布
。

第
２
節　

重
罪
刑

第
八
条
―
懲
役
刑
は
、
無
期
ま
た
は
有
期
と
す
る
。

第
九
条
―
有
期
懲
役
刑
は
、
以
下
の
期
間
に
つ
き
宣
告
さ
れ
る
。

一　

五
年
以
上
一
〇
年
以
下
、

二　

一
〇
年
以
上
一
五
年
以
下
、

三　

一
五
年
以
上
二
〇
年
以
下
、

四　

二
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下
、

五　

三
〇
年
以
上
四
〇
年
以
下
。

第
一
〇
条
―
禁
錮
刑
は
、
無
期
ま
た
は
有
期
と
す
る
。

第
一
一
条
―
有
期
禁
錮
刑
は
、
以
下
の
期
間
に
つ
き
宣
告
さ
れ
る
。

一　

五
年
以
上
一
〇
年
以
下
、

（法政研究�87－2－46）
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二　

一
〇
年
以
上
一
五
年
以
下
、

三　

一
五
年
以
上
二
〇
年
以
下
、

四　

二
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下
、

五　

三
〇
年
以
上
四
〇
年
以
下
。

第
一
二
条
―
無
期
の
懲
役
刑
ま
た
は
禁
錮
刑
は
、
犯
罪
行
為
時
に
満

一
八
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
宣
告
さ
れ
な
い
。

第
一
三
条
（
廃
止
）

第
一
四
条
（
廃
止
）

第
一
五
条
（
廃
止
）

第
一
六
条
（
廃
止
）

第
一
七
条
（
廃
止
）

第
一
八
条
―
無
期
懲
役
刑
も
し
く
は
無
期
禁
錮
刑
、
ま
た
は
、
二
〇

年
以
上
三
〇
年
以
下
も
し
く
は
三
〇
年
以
上
四
〇
年
以
下
の
懲
役
刑

も
し
く
は
禁
錮
刑
の
宣
告
を
含
む
判
決
は
、
抄
本
が
作
成
さ
れ
、
重

罪
が
行
わ
れ
た
基
礎
自
治
体
及
び
判
決
が
下
さ
れ
た
基
礎
自
治
体
に

お
い
て
、
掲
示
さ
れ
る
。

第
一
九
条
―
無
期
懲
役
刑
も
し
く
は
無
期
禁
錮
刑
、
有
期
懲
役
刑
も

し
く
は
二
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下
も
し
く
は
そ
れ
を
超
え
る
有
期

禁
錮
刑
を
宣
告
す
る
全
て
の
判
決
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
、

そ
の
者
の
保
持
す
る
資
格
（titres

）、
職
階
（grades

）、
役
務

（fonctions

）、
官
職
（em

plois

）
及
び
公
職
（offi

ces�publics

）

の
剥
奪
を
宣
告
す
る
。

第
二
〇
条
（
廃
止
）

第
二
一
条
（
廃
止
）

第
二
二
条
（
廃
止
）

第
二
三
条
（
廃
止
）

第
二
四
条
（
廃
止
）

（87－2－47）
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第
３
節　

軽
罪
拘
禁
刑

第
二
五
条
―
①
軽
罪
拘
禁
刑
の
期
間
は
、
法
律
に
定
め
の
あ
る
場
合

を
除
い
て
、
八
日
以
上
五
年
以
下
で
あ
る
。

②
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役

刑
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
の
場
合
、
五
年
以
下
で
あ
る
。

③
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
一
〇
年
以
上
一
五
年
以
下
の
懲

役
刑
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
の
場
合
、
一
〇
年
以
下
で
あ
る
。

④
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
一
五
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
懲

役
刑
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
の
場
合
、
一
五
年
以
下
で
あ
る
。

⑤
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
二
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下
の
懲

役
刑
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
の
場
合
、
二
八
年
以
下
で
あ
る
。

⑥
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
三
〇
年
以
上
四
〇
年
以
下
の
懲

役
刑
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
の
場
合
、
三
八
年
以
下
で
あ
る
。

⑦
こ
の
期
間
は
、
軽
罪
化
さ
れ
た
、
無
期
懲
役
刑
で
処
罰
さ
れ
る
重

罪
の
場
合
、
四
〇
年
以
下
で
あ
る
。

⑧
拘
禁
刑
の
一
日
は
、
二
四
時
間
で
あ
る
。

⑨
拘
禁
刑
の
一
月
は
、
三
〇
日
間
で
あ
る
。

第
二
六
条
（
廃
止
）

第
二
七
条
（
廃
止
）

第
４
節　

違
警
罪
拘
禁
刑

第
二
八
条
―
違
警
罪
拘
禁
刑
は
、
法
律
が
こ
れ
と
は
別
異
に
定
め
る

場
合
を
除
き
、
一
日
を
下
回
る
こ
と
も
、
七
日
を
超
え
る
こ
と
も
で

き
な
い
。

第
二
九
条
（
廃
止
）

第
三
〇
条
―
①
有
罪
判
決
確
定
前
に
行
わ
れ
る
全
て
の
拘
禁
は
、
単

な
る
有
責
性
の
宣
告
を
除
く
、
こ
の
有
罪
判
決
の
原
因
と
な
る
犯
罪

を
理
由
と
す
る
場
合
、
受
け
る
べ
き
自
由
剥
奪
を
伴
う
刑
期
に
算
入

さ
れ
る
。

②
少
年
の
保
護
、
犯
罪
と
擬
律
さ
れ
る
行
為
を
し
た
少
年
の
ケ
ア
及

び
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
一
九
六
五
年

四
月
八
日
の
法
律
第
五
二
条
の
四
、
ま
た
は
、
犯
罪
と
擬
律
さ
れ
る

行
為
を
し
た
少
年
の
仮
収
容
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
一
日
の
法

律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
、
閉
鎖
環
境
へ
の
収
容
を
内
容
と
す
る
全

て
の
仮
措
置
は
、
同
様
の
条
件
に
お
い
て
、
上
記
一
九
六
五
年
四
月

八
日
の
法
律
第
五
七
条
の
二
に
従
っ
て
移
送
さ
れ
た
者
が
宣
告
さ
れ

る
自
由
剥
奪
を
伴
う
刑
期
に
算
入
さ
れ
る
。

第
三
〇
条
の
二
―
自
由
剥
奪
を
伴
う
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
国
王
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に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
施
設
に
お
い
て
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
。

第
三
〇
条
の
三
（
廃
止
）

第
５
節　

重
罪
及
び
軽
罪
に
共
通
の
刑
罰

第
１
款　

自
然
人
に
適
用
さ
れ
る
重
罪
及
び
軽
罪
に
共
通
の
刑
罰

第
三
一
条
―
１
無
期
の
懲
役
刑
も
し
く
は
禁
錮
刑
、
一
〇
年
以
上
の

懲
役
刑
、
ま
た
は
、
二
〇
年
以
上
の
拘
禁
刑
を
宣
告
す
る
全
て
の
判

決
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
、
以
下
の
権
利
の
無
期
限
停
止
を

言
い
渡
す
。

一　

役
務
、
官
職
ま
た
は
公
職
に
従
事
す
る
こ
と
、

二　

被
選
挙
資
格
（éligibilité

）、

三　

勲
章
（décoration

）、
爵
位
（titre�de�noblesse
）
を
も
つ

こ
と
、

四　

陪
審
員
（juré

）、
鑑
定
人
（expert

）、
証
書
作
成
に
お

け
る
立
会
人
（tém
oin�instrum

entaire

）
ま
た
は
保
証
人
に

（certificateur

）
な
る
こ
と
、
単
な
る
情
報
提
供
と
は
異
な
り
、

裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
、

五　

自
己
の
子
供
以
外
で
、
後
見
人
（tuteur

）、
後
見
監
督
人

（subrogé�tuteur

）
も
し
く
は
保
佐
人
（curateur

）
の
職
に
就

く
こ
と
、
及
び
、
不
在
推
定
者
の
財
産
に
つ
い
て
裁
判
所
選
任
の

管
理
人
（adm
inistrateur�judiciaire

）
に
な
る
こ
と
、
ま
た
は
、

民
法
典
第
四
九
二
条
第
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
者
の
財
産
管
理

人
に
な
る
こ
と
、

六　

武
器
も
し
く
は
弾
薬
を
製
造
、
改
変
、
修
繕
、
譲
渡
、
所
持
、

携
帯
、
運
搬
、
輸
入
も
し
く
は
輸
出
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
軍
務
に

就
く
こ
と
。

②
前
項
で
定
め
ら
れ
る
有
罪
判
決
は
、
さ
ら
に
、
被
有
罪
宣
告
者
に

対
し
て
、
投
票
権
の
無
期
限
ま
た
は
二
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下
の
停

止
を
宣
告
し
う
る
。

第
三
二
条
―
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役

刑
、
有
期
禁
錮
刑
ま
た
は
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
の
宣

告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
第
三
一
条
で
定
め
ら
れ
る
権
利
の
行
使
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
無
期
限
ま
た
は
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
期

間
、
禁
止
し
う
る
。

第
三
三
条
―
①
第
三
一
条
及
び
第
三
二
条
の
適
用
を
留
保
し
つ
つ
、

法
院
及
び
裁
判
所
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
、
軽
罪

の
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
、
第
三
一
条
第
一
項
で
列
挙
さ
れ
る
権
利

の
行
使
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
五
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
期
間
、
禁

止
し
う
る
。
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②
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
重
罪
刑
が
一
〇
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
減
刑

さ
れ
た
有
責
者
に
対
し
、
同
様
の
禁
止
を
同
様
の
期
間
、
宣
告
し
う

る
。

第
三
三
条
の
二
―
第
三
一
条
及
び
第
三
二
条
の
適
用
を
留
保
し
つ

つ
、
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
軽
罪
の
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
、
第
三

一
条
第
二
項
で
定
め
ら
れ
る
権
利
の
行
使
を
五
年
以
上
一
〇
年
以
下

の
期
間
、
禁
止
し
う
る
。

第
三
四
条
―
①
有
罪
判
決
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
禁
止
の
期
間
は
、

被
有
罪
宣
告
者
が
そ
の
刑
罰
を
受
け
る
か
ま
た
は
そ
れ
を
命
じ
ら
れ

た
日
か
ら
起
算
す
る
。

②
禁
止
は
、
さ
ら
に
、
対
審
ま
た
は
職
権
に
よ
る
有
罪
判
決
が
確
定

し
た
日
か
ら
そ
の
効
果
を
生
じ
る
。

③
刑
の
停
止
、
執
行
猶
予
及
び
保
護
観
察
に
関
す
る
一
九
六
四
年
六

月
二
九
日
の
法
律
の
適
用
に
よ
り
、
刑
の
執
行
に
つ
き
全
部
ま
た
は

一
部
執
行
猶
予
の
恩
恵
を
受
け
る
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
宣
告
さ

れ
る
禁
止
は
、
執
行
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
執
行
猶
予
の

起
算
日
か
ら
進
行
す
る
。

第
１
款
の
２　

刑
罰
適
用
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

第
三
四
条
の
二
―
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
、
社
会
を
保
護
す
る
た
め
、

人
身
の
完
全
性
を
毀
損
す
る
一
定
の
重
大
な
行
為
を
し
た
者
に
対
し

て
宣
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
は
、
宣
告
さ
れ
う
る
補

充
刑
で
あ
る
。
こ
の
補
充
刑
は
、
主
刑
で
あ
る
拘
禁
刑
ま
た
は
懲
役

刑
の
満
了
時
か
ら
起
算
さ
れ
る
。

第
三
四
条
の
三
―
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
以
下
の
有
罪
判
決
の
枠
内

で
、
主
刑
の
終
了
時
か
ら
起
算
さ
れ
る
、
五
年
以
上
一
五
年
以
下
の

期
間
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
旨
、
宣
告
す
る
。

一　

第
五
四
条
及
び
第
五
七
条
の
二
に
基
づ
く
有
罪
判
決
、
但
し
、

先
の
刑
罰
が
政
治
犯
罪
に
つ
き
宣
告
さ
れ
た
場
合
を
除
く
、

二　

重
罪
後
の
重
罪
の
累
犯
を
認
定
す
る
、
第
五
七
条
及
び
第
五
七

条
の
二
に
基
づ
く
有
罪
判
決
、
但
し
、
先
の
刑
罰
が
政
治
犯
罪
に
つ

き
宣
告
さ
れ
た
場
合
を
除
く
、

三　

第
一
三
七
条
、
当
該
犯
罪
が
死
を
惹
起
す
る
場
合
の
第
三
七
六

条
第
一
項
、
第
四
一
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
二
八
条
第

五
項
に
基
づ
く
五
年
以
上
の
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
す
る
有
罪
判
決
。

第
三
四
条
の
四
―
法
院
及
び
裁
判
所
は
、
以
下
の
有
罪
判
決
の
枠
内

で
、
主
刑
の
満
了
時
か
ら
起
算
さ
れ
る
、
五
年
以
上
一
五
年
以
下
の
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期
間
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
旨
、
宣
告
し
う
る
。

一　

故
意
に
重
大
な
苦
痛
、
ま
た
は
、
身
体
的
完
全
性
も
し
く
は
肉

体
的
も
し
く
は
精
神
的
健
康
に
重
大
な
侵
害
を
も
た
ら
し
た
行
為
に

つ
き
、
五
年
以
上
の
拘
禁
刑
、
ま
た
は
、
第
九
九
条
の
二
に
従
っ
て

顧
慮
さ
れ
る
等
価
刑
の
宣
告
を
受
け
た
後
、
有
罪
判
決
が
確
定
力
を

え
た
時
点
か
ら
起
算
し
て
一
〇
年
以
内
に
、
同
種
の
行
為
で
再
び
宣

告
さ
れ
る
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
、

二　

第
一
三
六
条
の
二
乃
至
第
一
三
六
条
の
七
、
第
三
四
七
条
の
二

§
４
第
一
号
末
尾
、
第
三
九
三
条
乃
至
第
三
九
七
条
、
第
四
一
七
条

の
四
第
三
項
第
二
号
、
第
四
三
三
条
の
八
第
一
号
、
第
四
七
五
条
、

第
五
一
八
条
第
三
項
、
並
び
に
、
第
五
三
二
条
に
基
づ
く
有
罪
判
決
、

三　

第
三
七
一
／
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
七
二
条
、
第
三

七
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
七
五
条
、
第
三
七
六
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
並
び
に
、
第
三
七
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

及
び
第
六
項
に
基
づ
く
有
罪
判
決
、

四　

第
六
一
条
、
第
六
二
条
ま
た
は
第
六
五
条
の
適
用
に
よ
る
、
第

一
号
乃
至
第
三
号
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
競
合
す
る
犯
罪
に
基
づ
く

有
罪
判
決
。

第
三
四
条
の
五
―
①
刑
罰
適
用
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
が
法
律
上
必

要
的
で
な
い
場
合
、
累
犯
の
基
礎
を
形
成
す
る
犯
罪
に
関
す
る
一
件

書
類
は
、
訴
訟
資
料
に
添
付
さ
れ
、
判
決
理
由
が
そ
こ
に
明
記
さ
れ

る
。

②
累
犯
の
基
礎
を
形
成
す
る
犯
罪
が
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
宣
告
さ
れ

る
有
罪
判
決
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
場
合
、
判
決
の
正
本
と
一
致
す

る
写
し
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
手
続
書
類
に
添
付
さ
れ
る
。

第
２
款　

法
人
に
適
用
さ
れ
る
重
罪
及
び
軽
罪
に
共
通
す
る
刑
罰

第
三
五
条
―
①
法
人
が
有
罪
宣
告
を
受
け
る
可
罰
的
な
活
動
を
実
行

す
る
た
め
に
意
図
的
に
創
設
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
法
人
の
目
的

が
そ
の
よ
う
な
活
動
を
実
行
す
る
た
め
に
意
図
的
に
逸
脱
さ
れ
た
場

合
、
判
事
に
よ
っ
て
解
散
が
決
定
さ
れ
う
る
。

②
判
事
は
、
解
散
を
決
定
す
る
場
合
、
法
人
の
清
算
に
つ
い
て
審
理

す
る
た
め
、
事
件
を
管
轄
裁
判
所
に
移
送
す
る
。

第
三
六
条
―
法
人
の
会
社
目
的
に
属
す
る
活
動
を
実
行
す
る
こ
と
の

一
時
的
ま
た
は
終
局
的
禁
止
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場

合
、
判
事
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
う
る
。

第
三
七
条
―
一
つ
ま
た
は
複
数
の
法
人
施
設
の
一
時
的
ま
た
は
終
局

的
閉
鎖
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
、
判
事
に
よ
っ
て
宣

告
さ
れ
う
る
。
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第
三
七
条
の
二
―
被
有
罪
宣
告
者
の
費
用
負
担
に
よ
る
判
決
の
公
表

ま
た
は
配
布
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
、
判
事
に
よ
っ

て
宣
告
さ
れ
う
る
。

第
５
節
の
２　

電
子
監
視
刑

第
三
七
条
の
三
§
１
―
①
行
為
が
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
を
も
た
ら
し

う
る
場
合
、
判
事
は
、
宣
告
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
拘
禁
刑
と
同
一
の
期

間
、
電
子
監
視
刑
を
主
刑
と
し
て
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
電
子
監

視
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
場
合
、
拘
禁
刑
が
科
さ
れ
う
る
。
こ
の
補
充

的
な
拘
禁
刑
の
期
間
を
確
定
す
る
に
際
し
て
、
科
さ
れ
た
電
子
監
視

刑
の
一
日
は
、
拘
禁
刑
の
一
日
に
相
当
す
る
。

②
電
子
監
視
刑
は
、
§
２
に
従
っ
て
判
事
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
期

間
、
許
可
さ
れ
た
移
動
ま
た
は
不
在
を
除
い
て
、
定
め
ら
れ
た
住
所

に
存
在
す
る
義
務
か
ら
な
る
。
存
在
の
監
視
は
、
特
に
電
子
的
手
段

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
が
、
§
５
に
従
っ
て
、
こ
の
義
務
は
条
件
を

伴
う
。

③
電
子
監
視
刑
は
、
以
下
の
行
為
に
対
し
て
は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。

一　

第
三
七
五
条
乃
至
第
三
七
七
条
に
定
め
ら
れ
る
行
為
、

二　

第
三
七
九
条
乃
至
第
三
八
七
条
に
定
め
ら
れ
る
行
為
で
、
当
該

行
為
が
未
成
年
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
ま
た
は
未
成
年
者
の
助
力

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
、

三　

第
三
九
三
条
乃
至
第
三
九
七
条
に
定
め
ら
れ
る
行
為
。

§
２
―
①
電
子
監
視
刑
の
期
間
は
、
一
月
を
下
回
る
こ
と
も
一
年
を

超
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
第
八
五
条
に
従
い
、
刑
事
裁
判
官
は
、

刑
罰
軽
減
事
情
を
顧
慮
し
う
る
が
、
電
子
監
視
刑
の
期
間
は
、
そ
れ

自
体
、
一
月
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
電
子
監
視
刑
は
、
司
法
上
の
決
定
が
確
定
力
を
え
た
日
か
ら
六
月

以
内
に
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間
の
超
過
が
被
有

罪
宣
告
者
の
責
に
帰
さ
れ
る
場
合
、
検
察
官
は
、
電
子
監
視
刑
の
執

行
を
さ
ら
に
延
期
す
る
か
、
補
充
的
な
拘
禁
刑
を
執
行
す
る
か
を
決

定
す
る
。
こ
の
期
間
の
超
過
が
被
有
罪
宣
告
者
の
責
に
帰
さ
れ
な
い

場
合
、
刑
罰
は
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
限
り
、
最
初
の
期
間
満
了
後
、

六
月
以
内
に
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

§
３
―
①
電
子
監
視
刑
の
適
用
の
た
め
、
検
察
官
、
予
審
判
事
、
予

審
裁
判
所
ま
た
は
判
決
裁
判
所
は
、
電
子
監
視
の
編
成
及
び
監
督
に

つ
き
権
限
あ
る
機
関
に
、
即
ち
、
被
疑
者
、
被
告
人
ま
た
は
被
有
罪

宣
告
者
の
居
住
地
の
司
法
管
轄
内
に
あ
る
「
電
子
監
視
所
轄
機
関
」

に
簡
易
な
調
査
報
告
と
社
会
調
査
の
実
施
の
双
方
ま
た
は
い
ず
れ
か

一
方
の
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
報
告
ま
た
は
調
査
は
、
当
該
刑
罰
の
時
宜
性
に
関
し
電
子
監

視
所
轄
機
関
に
問
い
合
わ
せ
た
官
憲
に
対
し
、
判
断
材
料
と
な
り
う

る
関
連
情
報
の
み
を
含
む
。
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③
被
告
人
と
同
居
す
る
全
て
の
成
人
は
、
こ
の
社
会
調
査
の
枠
内

で
、
自
己
の
所
見
を
聴
取
さ
れ
る
。
簡
易
な
調
査
報
告
書
ま
た
は
社

会
調
査
報
告
書
は
、
問
い
合
わ
せ
た
月
内
に
、
一
件
書
類
に
添
付
さ

れ
る
。

§
４
―
①
電
子
監
視
刑
が
、
検
察
官
の
請
求
ま
た
は
被
告
人
の
請
求

に
よ
り
、
判
事
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
場
合
、
判
事
は
、
審
理
の
終

結
前
に
、
当
該
刑
罰
の
射
程
に
つ
い
て
被
告
人
に
通
知
し
、
命
じ
う

る
具
体
的
内
容
、
及
び
、
§
５
に
従
っ
て
課
し
う
る
個
別
化
さ
れ
た

条
件
に
関
し
、
適
宜
指
示
を
与
え
、
被
告
人
の
所
見
を
聴
取
す
る
。

判
事
は
、
同
様
に
、
こ
の
点
に
関
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
存
在
す
る

被
害
者
の
利
益
を
顧
慮
し
う
る
。
判
事
は
、
被
告
人
が
法
廷
に
出
席

ま
た
は
代
理
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
被
告
人
が
自
ら
ま
た
は
弁
護
人

を
介
し
て
同
意
を
与
え
た
後
で
な
け
れ
ば
、
電
子
監
視
刑
を
宣
告
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
社
会
調
査
の
枠
内
で
聴
取
さ
れ
な
か
っ
た

か
、
ま
た
は
、
い
か
な
る
社
会
調
査
も
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

被
告
人
と
同
居
す
る
全
て
の
成
人
は
、
判
事
に
よ
っ
て
所
見
が
聴
取

さ
れ
う
る
。

②
検
察
官
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
ま
た
は
被
告
人
に
よ
っ
て
請
求
ら
れ

た
電
子
監
視
刑
に
つ
き
、
そ
の
宣
告
を
拒
否
す
る
判
事
は
、
決
定
に

そ
の
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

§
５
―
①
判
事
は
、
電
子
監
視
刑
の
期
間
を
確
定
し
、
併
せ
て
、
電

子
監
視
刑
の
具
体
的
態
様
に
関
す
る
指
示
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
電
子
監
視
刑
は
、
常
に
、
以
下
の
一
般
的
条
件
を
伴
う
。

一　

犯
罪
を
し
な
い
こ
と
、

二　

住
所
を
定
め
る
こ
と
、
住
所
を
変
更
す
る
場
合
、
遅
滞
な
く
、

検
察
官
及
び
電
子
監
視
所
轄
機
関
に
対
し
、
新
た
な
居
住
地
の
住
所

を
届
け
出
る
こ
と
、

三　

電
子
監
視
所
轄
機
関
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、
及
び
、
こ

の
機
関
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
具
体
的
態
様
を
遵
守
す
る
こ
と
。

③
判
事
は
、
こ
の
ほ
か
、
被
害
者
の
利
益
に
お
い
て
、
個
別
化
さ
れ

た
特
別
条
件
に
被
有
罪
宣
告
者
を
服
さ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
条
件
は
、
特
定
の
場
所
へ
の
立
ち
入
り
及
び
被
害
者
と
の
接
触
禁

止
と
、
被
害
者
へ
の
賠
償
の
双
方
ま
た
は
そ
の
一
方
を
対
象
と
す

る
。

第
三
七
条
の
四
§
１
―
電
子
監
視
刑
を
宣
告
す
る
判
決
が
確
定
力
を

え
た
場
合
、
書
記
官
は
、
直
ち
に
、
こ
の
刑
罰
を
執
行
さ
せ
る
た
め
、

電
子
監
視
所
轄
機
関
に
通
知
す
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
機
関
は
、
通

知
か
ら
七
就
業
日
以
内
に
被
有
罪
宣
告
者
と
連
絡
を
取
り
、
同
人
を

聴
取
し
た
後
、
同
人
の
所
見
を
顧
慮
し
た
上
で
、
刑
の
執
行
の
具
体

的
態
様
を
決
定
し
、
遅
滞
な
く
、
権
限
を
有
す
る
検
察
官
に
通
知
す
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る
。

§
２
―
警
察
の
職
務
に
関
す
る
一
九
九
二
年
八
月
五
日
の
法
律
第
二

〇
条
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
検
察
官
は
、
被
有
罪
宣
告
者
を

監
督
す
る
任
を
負
う
。
電
子
監
視
所
轄
機
関
の
公
務
員
は
、
電
子
監

視
刑
の
執
行
を
監
督
し
、
被
有
罪
宣
告
者
の
監
視
ま
た
は
補
導
を
確

実
に
行
う
。

§
３
―
①
第
三
七
条
の
三
§
５
に
従
っ
て
電
子
監
視
刑
の
全
部
ま
た

は
一
部
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
電
子
監
視
所
轄
機
関
の
公
務
員

は
、
遅
滞
な
く
、
権
限
を
有
す
る
検
察
官
に
そ
の
旨
通
知
す
る
。
そ

の
場
合
、
権
限
を
有
す
る
検
察
官
は
、
司
法
上
の
決
定
に
お
い
て
確

定
さ
れ
た
拘
禁
刑
を
執
行
す
る
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
決
定
に

際
し
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
既
に
執
行
さ
れ
た
電
子
監
視
刑
の

部
分
を
顧
慮
す
る
。
こ
の
場
合
、
執
行
さ
れ
た
電
子
監
視
刑
の
一
日

は
、
拘
禁
刑
の
一
日
に
相
当
す
る
。
全
部
ま
た
は
一
部
の
不
執
行
が

新
た
な
犯
罪
に
関
わ
る
場
合
、
電
子
監
視
刑
の
執
行
中
に
、
被
有
罪

宣
告
者
が
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
ま
た
は
第
九
九
条
の
二
に
従
っ
て
顧

慮
さ
れ
る
相
応
す
る
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
が
、
確
定
力
を
え
た
判
決

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
権
限
を
有
す
る
検
察
官
は
、
決
定
に
理
由
を
付
し
、
可
及
的
速
や

か
に
、
書
面
に
よ
っ
て
そ
の
決
定
を
以
下
の
者
に
通
知
す
る
。

―
被
有
罪
宣
告
者
、

―
被
有
罪
宣
告
者
が
居
住
す
る
自
治
体
の
地
方
警
察
の
連
隊
長
、

―
警
察
の
職
務
に
関
す
る
一
九
九
二
年
八
月
五
日
の
法
律
第
四
四
／

二
条
に
定
め
ら
れ
る
国
立
デ
ー
タ
バ
ン
ク
、

―
電
子
監
視
所
轄
機
関
。

§
４
―
①
電
子
監
視
刑
が
三
カ
月
に
達
す
る
か
ま
た
は
こ
れ
を
超
え

る
場
合
、
被
有
罪
宣
告
者
は
、
刑
期
の
三
分
の
一
が
経
過
し
た
後
、

電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
刑
罰
の
執
行
に
際
し
、
電
子
監
視
所
轄
機
関
に
よ
っ
て
こ

の
可
能
性
が
被
有
罪
宣
告
者
に
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被

有
罪
宣
告
者
は
、
時
間
的
条
件
を
充
足
し
た
時
点
か
ら
、
こ
の
停
止

を
え
る
た
め
、
権
限
を
有
す
る
検
察
官
に
対
し
て
、
書
面
で
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
被
有
罪
宣
告
者
は
、
書
面
に
よ
る
こ
の
請
求
の

写
し
を
電
子
監
視
所
轄
機
関
に
送
付
す
る
。

②
電
子
監
視
所
轄
機
関
は
、
一
五
日
以
内
に
、
電
子
監
視
の
具
体
的

内
容
に
関
し
て
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
被
有
罪
宣
告
者
に
課
せ

ら
れ
た
個
別
化
さ
れ
た
特
別
条
件
に
つ
い
て
も
、
そ
の
計
画
遵
守
に

つ
き
権
限
あ
る
検
察
官
に
意
見
を
表
明
す
る
。
こ
の
意
見
は
、
被
有

罪
宣
告
者
が
電
子
監
視
刑
の
執
行
中
に
新
た
な
犯
罪
を
行
っ
た
か
否

か
を
示
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
意
見
は
、
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
る
監
視
の
停
止
を
付
与
す
る
か
拒
否
す
る
か
に
つ
い
て
の
理
由

を
付
し
た
提
案
を
含
み
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
監
視
所
轄
機
関
が
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被
有
罪
宣
告
者
に
課
す
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
特
別
条
件
を
修
正

す
る
。

③
権
限
あ
る
検
察
官
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
新
た
な
犯
罪
を
犯
さ

ず
、
か
つ
、
電
子
監
視
の
具
体
的
内
容
、
必
要
に
応
じ
て
、
被
有
罪

宣
告
者
に
課
さ
れ
て
い
た
個
別
化
さ
れ
た
特
別
条
件
に
つ
き
、
そ
の

計
画
を
遵
守
し
た
と
き
は
、
意
見
を
受
領
し
た
月
内
に
、
電
子
的
手

段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
の
停
止
を
付
与
す
る
。

④
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
の
停
止
が
承
認
さ
れ
た
場

合
、
被
有
罪
宣
告
者
は
、
電
子
監
視
刑
の
残
部
分
に
つ
き
観
察
期
間

に
服
す
る
。
こ
の
場
合
、
観
察
期
間
の
一
日
は
、
科
さ
れ
た
電
子
監

視
刑
の
一
日
に
相
当
す
る
。
被
有
罪
宣
告
者
は
、
一
般
条
件
、
及
び
、

必
要
に
応
じ
て
、
被
有
罪
宣
告
者
に
命
じ
ら
れ
た
特
別
条
件
に
服
す

る
。

⑤
権
限
あ
る
検
察
官
は
、
そ
の
決
定
を
、
可
及
的
速
や
か
に
、
書
面

に
よ
っ
て
以
下
の
者
に
通
知
す
る
。

―
被
有
罪
宣
告
者
、

―
被
有
罪
宣
告
者
が
居
住
す
る
自
治
体
の
地
方
警
察
の
連
隊
長
、

―
警
察
の
職
務
に
関
す
る
一
九
九
二
年
八
月
五
日
の
法
律
第
四
四
／

二
条
に
定
め
ら
れ
る
国
立
デ
ー
タ
バ
ン
ク
、

―
電
子
監
視
所
轄
機
関
。

⑥
停
止
の
請
求
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
新
た
な
請
求
は
、
拒
否
か
ら

二
カ
月
経
過
後
に
の
み
可
能
で
あ
る
。

⑦
一
般
条
件
、
及
び
、
必
要
に
応
じ
て
被
有
罪
宣
告
者
に
課
さ
れ
た

特
別
条
件
の
不
遵
守
の
場
合
、
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監

視
の
停
止
が
取
り
消
さ
れ
う
る
。

⑧
権
限
あ
る
検
察
官
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
被
有
罪
宣
告
者
の
所
見

を
聴
取
す
る
。
被
有
罪
宣
告
者
が
聴
取
の
た
め
の
召
喚
に
応
じ
な
い

場
合
、
当
該
検
察
官
は
、
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
の

停
止
を
取
り
消
す
か
、
ま
た
は
、
補
充
的
拘
禁
刑
を
執
行
す
る
か
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
遵
守
が
新
た
な
犯
罪
の
実
行
を
禁
止

す
る
一
般
条
件
に
関
わ
る
場
合
、
電
子
監
視
刑
の
執
行
中
ま
た
は
電

子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
の
停
止
中
に
、
被
有
罪
宣
告
者

が
軽
罪
も
し
く
は
重
罪
ま
た
は
第
九
九
条
の
二
に
従
っ
て
顧
慮
さ
れ

る
相
応
す
る
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
が
、
確
定
力
を
え
た
判
決
に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨
電
子
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
監
視
を
停
止
す
る
決
定
は
、
以

下
の
点
に
関
す
る
決
定
を
含
む
。

―
検
察
官
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
、
停
止
に
か
か
る
特
別
条
件
、

―
観
察
期
間
の
残
期
間
に
つ
き
、
電
子
監
視
の
執
行
、

―
必
要
に
応
じ
、
判
決
裁
判
所
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
特
別
条
件
の
再

設
定
。

⑩
権
限
あ
る
検
察
官
は
、
そ
の
決
定
を
、
可
及
的
速
や
か
に
、
書
面
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に
よ
っ
て
以
下
の
者
に
通
知
す
る
。

―
被
有
罪
宣
告
者
、

―
被
有
罪
宣
告
者
が
居
住
す
る
自
治
体
の
地
方
警
察
の
連
隊
長
、

―
警
察
の
職
務
に
関
す
る
一
九
九
二
年
八
月
五
日
の
法
律
第
四
四
／

二
条
に
定
め
ら
れ
る
国
立
デ
ー
タ
バ
ン
ク
、

―
電
子
監
視
所
轄
機
関
。

§
５
―
§
１
乃
至
§
４
で
規
定
さ
れ
る
検
察
官
は
、
電
子
監
視
刑
を

宣
告
し
た
判
決
裁
判
所
付
の
検
察
官
で
あ
る
。

注（
1
）
現
行
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
三
〇
年
以
上
前

に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
横
山
潔
「
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
（
一
）・

（
二
）・（
三
）・（
四
）・（
五
・
完
）」
外
国
の
立
法
（
国
立
国
会
図
書

館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
編
）
二
二
巻
五
号
（
一
九
八
三
年
）
二
五

九
頁
以
下
、
二
二
巻
六
号
（
一
九
八
三
年
）
三
七
三
頁
以
下
、
二
三

巻
一
号
（
一
九
八
四
年
）
三
五
頁
以
下
、
二
三
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）

七
九
頁
以
下
、
二
三
巻
三
号
（
一
九
八
四
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
2
）
ベ
ル
ギ
ー
刑
法
典
「
第
四
一
六
条
―
殺
人
、
傷
害
及
び
殴
打
が

自
己
ま
た
は
他
人
の
正
当
防
衛
の
現
在
す
る
緊
急
に
よ
っ
て
要
請
さ

れ
る
場
合
、
重
罪
も
軽
罪
も
成
立
し
な
い
。」「
第
四
一
七
条
―
以
下

の
二
つ
の
場
合
は
、
防
衛
の
現
在
す
る
緊
急
の
場
合
に
含
ま
れ
る
。

一　

夜
間
、
人
が
居
住
す
る
住
宅
、
ア
パ
ル
ト
マ
ン
ま
た
は
そ
の
付
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属
物
の
囲
い
、
塀
も
し
く
は
入
口
を
乗
り
越
え
ま
た
は
侵
入
す
る
行

為
を
阻
止
す
る
際
に
、
殺
人
、
傷
害
ま
た
は
殴
打
が
な
さ
れ
た
場
合
、

但
し
、
防
衛
行
為
者
が
、
乗
り
越
え
ま
た
は
侵
入
を
試
み
る
者
の
直

接
的
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
、
こ
の
者
の
計
画
が
遭
遇
す
る
で
あ
ろ

う
抵
抗
の
帰
結
と
し
て
、
人
身
に
対
す
る
侵
害
が
あ
る
と
思
い
え
な

か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
二　

暴
力
を
伴
っ
て
実

行
さ
れ
る
盗
ま
た
は
略
奪
の
行
為
者
か
ら
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
に

行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
。」

（
3
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
「
第
三
二
七
条
―
殺
人
、
傷
害
及
び
殴
打
が

法
律
の
命
令
及
び
正
当
な
官
憲
の
指
令
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
場
合

に
は
、
重
罪
も
軽
罪
も
成
立
し
な
い
。」「
第
三
二
八
条
―
殺
人
、
傷

害
及
び
殴
打
が
自
己
ま
た
は
他
人
の
正
当
防
衛
の
現
在
す
る
緊
急
に

よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
場
合
、
重
罪
も
軽
罪
も
成
立
し
な
い
。」「
第
三

二
九
条
―
以
下
の
二
つ
の
場
合
は
、
防
衛
の
現
在
す
る
緊
急
の
場
合

に
含
ま
れ
る
。
一　

夜
間
、
人
が
居
住
す
る
住
宅
、
ア
パ
ル
ト
マ
ン

ま
た
は
そ
の
付
属
物
の
囲
い
、
塀
も
し
く
は
入
口
を
乗
り
越
え
ま
た

は
侵
入
す
る
行
為
を
阻
止
す
る
際
に
、
殺
人
、
傷
害
ま
た
は
殴
打
が

な
さ
れ
た
場
合
、
二　

暴
力
を
伴
っ
て
実
行
さ
れ
る
盗
ま
た
は
略
奪

の
行
為
者
か
ら
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
に
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
。」

（
4
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
末
道
康
之
「
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
刑
罰
制

度
の
改
正
―
電
子
監
視
刑
と
保
護
観
察
刑
に
つ
い
て
」
南
山
法
学
三

八
巻
三=

四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
井
上
宜
裕
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
安
処
分
の
現
状
に
つ
い
て
―

保
安
監
置
制
度
の
動
向
を
中
心
に
―
」
佐
伯
仁
志
他
編
『
刑
事
法
の
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理
論
と
実
務
②
』（
二
〇
二
〇
年
、
成
文
堂
）
二
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
6
）ベ
ル
ギ
ー
刑
法
の
改
正
動
向
に
つ
い
て
は
、
末
道
康
之「
ベ
ル
ギ
ー

刑
法
改
正
の
動
向
：
刑
法
改
正
草
案
第
一
編
の
検
討
（
一
）・（
二
・

完
）」
南
山
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
四

一
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
三
頁
以
下
参
照
。

�

（
未
完
）
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